
未登記道路用地調査（筆界確定）業務委託 

仕様書 

 

1. 趣旨 

この業務委託は、福井県土木部制定の測量業務委託共通仕様書(以下共通仕様

書)、国土交通省制定の不動産登記業務共通仕様書、近畿地区用対連損失補償標

準書、国土交通省訓令や通達に基づく最新の示方書や指針に準じて行うものと

し、当仕様書は用地調査（筆界確定）業務の内容並びに業務の実施体制及び実施

手続き等について、必要な事項を定めるものとする。 

 

2. 業務の概要 

(1) 業務名 未登記道路用地調査（筆界確定）業務委託 

(2) 業務箇所　勝山市平泉寺町大渡　地係 

(3) 業務内容 

本業務の内容は以下のとおりとする。 

 

　　用地測量（筆界確定） A=1.9 万 m2 

 

上記業務範囲において存在する未登記道路の調査業務となる。なお、
筆界確認、筆界の復元、地図訂正、画地調整、地積測量図作成、法務局
との協議等の筆界確定に係るもの以外の調査、測量作業等については別
途発注する未登記道路用地調査（測量）業務委託にて測量会社が担当す
るため、相互の連携を密にし業務を進捗させること。 

 

(4) 業務範囲　別紙位置図のとおり 

 

3. 業務の実施体制 

(1) 受託者の責務 

(ア) 受託者は、契約の履行に当たって、業務の意図及び目的を十分に

理解したうえで、この仕様書、業務に適用すべき基準等に適合した

ものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。 

(イ) 受託者は、業務の履行に必要な条件等について委託者に確認し、

円滑な業務の履行に努めなければならない。 

(ウ) 受託者は、業務の実施に当たっては、関係法令及び条例等を遵守

しなければならない。 

(2) 主任責任者 



(ア)  受託者は、この業務における主任責任者を定め、委託者に通知

するものとする。 

(イ) 主任責任者は、契約書等に基づき、業務に関する技術上の管理を

行うものとする。 

(ウ) 主任責任者は、土地家屋調査士法に基づき登録された土地家屋

調査士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するもので

なければならない。 

(エ) 主任責任者は、業務がすべて完了したときは、各成果品について

十分な検証を行わなければならない。 

(3) 業務従事者 

受託者は、業務の実施に当たり、業務従事者として、十分な知識

と能力を有する者を充てなければならない。 

 

4. 業務の実施手続き等 

(1) 書類提出 

受託者は、委託者が指定した様式により、その指定する期限までに関

係書類を遅滞なく提出しなければならない。なお、書類提出については、

この仕様書に定めるもののほか、福井県土木部制定の測量業務委託共通

仕様書(以下共通仕様書)、国土交通省制定の不動産登記業務共通仕様書、

近畿地区用対連損失補償標準書、国土交通省訓令や通達に基づく最新の

示方書や指針に準じて行うものとする。 

(2) 打合せ等 

主任責任者と業務担当職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び

条件等の疑義を正すものとし、その内容については その都度受託者が

打合せ記録簿に記録し、経過を明確にしておくものとする。 

また、業務着手時及び業務の区切りにおいて、主任責任者と業務担当

職員は打合せを行うものとする。 

(3) 現地調査 

受託者は、業務の着手に先立ち、対象区域の現地調査を行い、地域の

状況、土地等の概況を把握するものとする。 

(4) 作業計画 

受託者は、仕様書及び現地調査の結果等を基に作業計画書を 作成し、

委託者に提出して、その承認を受けなければならない。 作業計画を変更

しようとするときも同様とする。 

(5) 資料等の貸与 

委託者は、必要に応じて関係資料を受託者に貸与するものとし、受託



者は、貸与資料を丁寧に扱い、必要がなくなった場合は直ちに委託者に

返却するものとする。 

(6) 関係官公庁への手続き等 

(ア) 受託者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続き

が必要な場合は、速やかに行うものとする。 

(イ) 受託者は、関係官公庁等と協議が必要な場合は、遅滞なくその旨

を業務担当職員に報告し協議するものとする。 

(7) 現場管理等 

(ア) 受託者は、常に作業の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止

を図らなければならない。 

(イ) 受託者は、施設等の管理者の許可なくして、交通の妨害、公衆の

迷惑となるような行為、作業をしてはならない。 

(ウ) 測量機器は、測定値の正当性を保証する検定を行った機器を使

用しなければならない。 

(エ) 測量標等の設置に当たっては、地下埋設物に十分注意し、損傷を

与えないようにしなければならない。 

(8) 土地への立ち入り等 

(ア) 受託者は、業務を実施するため第三者の土地に立ち入る場合は、

業務担当職員が指示する身分証明書を携帯し、関係者から請求があ

った場合には、これを提示しなければならない。 

(イ) 受託者は、業務実施のため植物伐採等をするとき は、あらかじ

め業務担当職員に報告し、当該所有者及び占有者の許可を得るもの

とし、この場合において生じた損失のため必要となる経費は、受託

者が負担するものとする。 

(9) 成果品の提出 

(ア) 受託者は、業務が完了したときは、次に掲げる成果品を提出し、

検査を受けるものとする。ただし、受託者は、業務担当職員の指示

する場合は履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行う

ものとする。 

(イ) 成果品は、紙媒体（Ａ４版ファイル綴じ・１部） 及び電子デー

タ（ＰＤＦ形式及び委託者において編集可能な形式の２種類）によ

り提出するものとする。 

(ウ) 成果品のうち、図面の作成における用紙サイズ・縮尺等について

は、あらかじめ業務担当職員と協議のうえ定めるものとする。 

(エ) 成果品納入後であっても、内容に誤りがあった場合は直ちに訂

正するものとする。 



 

・ 公図 

・ 公図等転写連続図 

・ 土地調書 

・ 地積測量図 

・ 用地平面図 

・ 用地実測図 

・ 面積計算書 

・ 精度管理表 

・ 公共用地境界確定書 

・ 登記完了証 

・ その他委託者が指示するもの 

 

5. その他 

(1)  この仕様書に定めのない事項及び業務の履行に当たり疑義が生じた場

合は、委託者と受託者の協議によりその解決を図り、当該協議が整わな

いときは、委託者の指示するところによるものとする。 

(2)  委託者と受託者が協議し、条件の変更等により、契約金額、履行期間等

について変更の必要があると認められる場合は、契約の変更を行うもの

とする。



未登記道路用地調査（筆界確定）業務委託　　仕様書

1.調査業務

資料調査 ア.公簿類 1筆個 210

イ.地図類 1筆 210

ウ.図面類 1筆個 25

エ.疎明書面 1件 16

現地調査　①事前調査 ア.事前調査 1件 5

イ.境界点確認 1点 10

ウ.引照点確認 1筆毎 5

エ.民有地境界立会 1点

現地調査　②筆界確認 ア.多角測量 1点 26

イ.復元測量 1点 70

ウ.画地調整 1区画 1

　　〃 加算1区画ごと 35

立会　ア.民有地境界 Ａ.立会確認 1点 25

Ｂ.測距・探索 1点

Ｃ.特殊作業 1点

立会　イ.公共用地境界 Ａランク 1点 20

Ｂランク 1点

Ｃランク 1点

小　計

種別 細別 単位 数量 備考



2.測量業務

面積測量　土地 地積　100m2以下 1件 10

地積　200m2以下 1件 5

地積　300m2以下 1件 1

地積　400m2以下 1件

地積　600m2以下 1件

地積　800m2以下 1件

地積　1,000m2以下 1件

地積　2,000m2以下 1件

地積　3,000m2以下 1件

地積　4,000m2以下 1件

地積　5,000m2以下 1件

地積　5,000m2超 1,000m2

境界標設置 仮杭設置 1点

ア.境界点測設 1点 30

イ.境界標埋設 Co杭 1点

イ.境界標埋設 金属鋲 1点

イ.境界標埋設 プラ杭 1点

イ.境界標埋設 刻印・鋲 1点 72

ウ.引照点測量 1点 20

小　計

種別 細別 単位 数量 備考



3.申請手続き業務

土地 表示 1筆

表示　加算 1筆増すごと

分筆 分筆後の土地2筆まで 1

分筆　加算 1筆増すごと

地積の変更・更正 1筆 1

地積の変更・更正　加算 1筆増すごと

合筆 合筆前の土地2筆まで 1

合筆　加算 1筆増すごと 15

地目の変更 1筆

地目の変更　加算 1筆増すごと

減失 1筆

減失　加算 1筆増すごと

所有者の更正 1筆

所有者の更正　加算 1筆増すごと

所有者の表示変更・更正 1筆

所有者の表示変更・更正　加算 1筆増すごと

現地調査 1件

4.書類の作成等

書類の作成 文案を要するもの 1通 50

文案を要しないもの 1通

謄抄本交付申請手続及び受領 1通

原本の複製 1通 32

調査報告書 1通 16

種別 細別 単位 数量 備考

種別 細別 単位 数量 備考


